
   

６形県医発第１１６号 

令和６年１月２６日 

 

 

  会 員 各 位  

 

山形県医師会長 中 目 千 之  

 

 

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等 

整備事業費補助金交付要綱の一部改正について 

 

標記補助金に係る募集期間の延長等については、令和５年１０月１３日付け５形県医発

第１２７５号をもってお知らせしていたところですが、今般、別添のとおり交付要綱を一

部改正した旨、県健康福祉企画課長より連絡がありました。 

改正内容は、交付申請書の提出期限を令和６年２月２２日まで延長するものです。 

補助対象となる医療機関におかれましては、新型コロナ患者の診療に対応する外来医療

体制の構築にお役立てくださいますようお願い申し上げます。 

なお、申請書の提出先等については下記のとおりであり、詳細は、別添資料及び県ホー

ムページ（「申請様式」入手可）をご参照ください。 

また、補助対象設備等のうち個人防護具については、県の定める移行計画における「段

階１」以上の期間中に使用されたものに限るとされているところですが、補助対象となる

期間については県ホームページでご確認ください（名称：《参考》現在の新型コロナ感染

状況に係る「段階」について）。 

 

記 

 

○申請書の提出（問合せ）先 

〒990-8570 山形市松波二丁目８－１  

山形県健康福祉部 健康福祉企画課 主査 渥美 

電話番号   ０２３－６３０－２３１５ 

電子メール   ycoroki@pref.yamagata.jp 

 

○山形県ホームページ 

（ 新型コロナに関する医療機関等について > 新たに診療・検査へ対応する医療機関への支援 ） 

https://www.pref.yamagata.jp/090001/kenfuku/kansensyou/gairaitaiouiryoukikan.html 

 

担当：山形県医師会事務局 金子  

TEL.023-666-5200 FAX.023-647-7757 

E-mail : ken-ishi@yamagata.med.or.jp 

mailto:ycoroki@pref.yamagata.jp
https://www.pref.yamagata.jp/090001/kenfuku/kansensyou/gairaitaiouiryoukikan.html


新旧対照表 
 

改正後 改正前 

 

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等 

整備事業費補助金交付要綱 

 

第１条～第３条 （略） 

 

第４条 規則第５条の規定による補助金交付申請書（規則別記様式第１号）

の提出期限は、令和６年２月22日とし、添付すべき書類は、次のとおりと

する。 

 (1) 補助金所要額調書（様式第１号） 

 (2) 整備対象設備等の見積書及びカタログ 

 (3) その他知事が必要と認める書類 

２ （略） 

 

第５条～第９条 （略） 

 

附 則 

この要綱は、令和５年５月８日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年10月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年12月29日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等 

整備事業費補助金交付要綱 

 

第１条～第３条 （略） 

 

第４条 規則第５条の規定による補助金交付申請書（規則別記様式第１号）

の提出期限は、令和５年12月28日とし、添付すべき書類は、次のとおりと

する。 

 (1) 補助金所要額調書（様式第１号） 

 (2) 整備対象設備等の見積書及びカタログ 

 (3) その他知事が必要と認める書類 

２ （略） 

 

第５条～第９条 （略） 

 

附 則 

この要綱は、令和５年５月８日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年10月１日から施行する。 

  

 

 

 

 



令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業費 

補助金交付要綱 

 

 （目的及び交付） 

第１条 知事は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法

律第114号）上の新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）の位置づけ

の変更に伴い、幅広い医療機関が新型コロナ患者の診療に対応する外来医療体制の構築

を図るため、次条第１項に規定する医療機関（以下「対象医療機関」という。）が同条

第２項に規定する設備等（以下「整備対象設備等」という。）を整備する事業を行う場

合において、山形県補助金等の適正化に関する規則（昭和35年８月県規則第59号。以下

「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で対象医療機関

の開設者に対し補助金を交付する。 

 

 （交付の対象） 

第２条 補助金の交付の対象医療機関は、県内に所在する、新型コロナの外来診療を担う

医療機関として、健康福祉部長が指定した外来対応医療機関のうち、令和５年５月８日

以降に指定を受けたものとする。 

  ただし、令和５年５月７日以前に、新型コロナの診療・検査医療機関として健康福祉

部長より指定を受け、令和５年５月８日付けで外来対応医療機関の指定を受けたものと

みなされている医療機関は対象から除くこととする。 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲

げる経費とする。 

 (1) 対象医療機関が令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間に行う、次に掲げ

る各整備対象設備等の購入に要する経費（令和５年９月30日までに、本号に定める経

費を補助対象経費として本補助金の交付決定を受けた医療機関については、既に補助

対象経費として交付決定を受けているものを除き、イ及びロに定める整備対象設備等

の購入に要する経費を対象から除く。） 

  イ ＨＥＰＡフィルター付空気清浄機（陰圧対応可能なものに限る。） 

   ロ ＨＥＰＡフィルター付パーテーション 

  ハ 個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシール 

ド）（県の定める移行計画における「段階１」以上の期間中に使用されたものに限

る。） 

 (2) 対象医療機関が令和５年３月10日から令和６年３月31日までの間に行う、外来対応

医療機関の新設に伴い必要となる初度設備等の整備に要する経費 

 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、次により算出する。ただし、整備対象設備等ごとの積算された額

に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 (1) 整備対象設備等ごとの補助基準額は、次表のとおりとし、対象経費の実支出額と補



助基準額とを比較していずれか低い額を選定する。 

 (2) 前号により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比

較して少ない方の額を交付する。 

対象経費 整備対象設備等 補助基準額 

対象医療機関が令和

５年４月１日から令

和６年３月31日まで

の間に行う、各整備

対象設備等の購入に

要する経費 

ＨＥＰＡフィルター付空気清浄

機（陰圧対応可能なものに限

る。） 

１施設当たり 905,000円 

ＨＥＰＡフィルター付パーテー

ション 

１台当たり 205,000円 

個人防護具 (マスク、ゴーグ

ル、ガウン、グローブ、キャッ

プ、フェイスシールド)（県の

定める移行計画における「段階

１」以上の期間中に使用された

ものに限る。） 

１人当たり 3,600円 

対象医療機関が令和

５年３月10日から令

和６年３月31日まで

の間に行う、外来対

応医療機関の新設に

伴い必要となる初度

設備等の整備に要す

る経費 

初度設備等の整備に要する経費

の例： 

１ 患者案内のための看板の設

置料 

２ ホームページ上に外来対応

医療機関であることを明記す

るための改修費 

３ 換気設備設置のための軽微

な改修等の修繕費 

４ 医療機器（パルスオキシメ

ーター等）の購入費 

５ 非接触サーモグラフィーカ

メラ（検温・消毒機能付き

等）の購入費 

１施設当たり 500,000円 

 （交付申請） 

第４条 規則第５条の規定による補助金交付申請書（規則別記様式第１号）の提出期限は、

令和６年２月22日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。 

 (1) 補助金所要額調書（様式第１号） 

 (2) 整備対象設備等の見積書及びカタログ 

 (3) その他知事が必要と認める書類 

２ 対象医療機関の開設者（以下「補助事業者」という。）は、前項の補助金の交付の申

請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定に

より仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和



25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率

を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただ

し、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについ

ては、この限りでない。 

 

 （交付の決定） 

第５条 知事は、前条第１項の規定による交付申請書の提出があった場合において、その

内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、補助事業者に通知する

ものとする。 

２ 知事は、前項による交付決定に当たっては、前条第２項により当該補助金に係る消費

税等仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適

正と認めたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額するものとする。 

３ 知事は、前条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、当該補助

金に係る消費税等仕入控除税額について補助金の額の確定において減額を行うこととし、

その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

 （交付の条件） 

第６条 規則第７条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更と

する。 

(1) 補助金の額の増を伴う変更 

(2) 補助対象経費の10分の２を超える減 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により知事の承認を受けようとするときは、事業計画

変更承認申請書（様式第２号）に、第４条第１項各号に掲げる書類を添付して提出しな

ければならない。 

３ 規則第７条第１項第１号の規定により、事業の中止又は廃止について知事の承認を受

けようとするときは、事業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を提出しなければな

らない。 

４ 規則第７条第２項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

 (1) 補助事業により取得した設備等については、当該補助金の交付を受けた年度及び当

該補助金の名称を付記しておかなければならない。また、補助事業の完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければ

ならない。 

 (2) 規則第21条の規定による収入支出書等の帳簿の備付けについては、補助事業完了の

年度の翌年度から５年間（補助事業により取得した機器で規則第22条及び第９条の規

定により処分が制限されているもの（次号において「処分制限財産」という。）に係

るものについては、当該制限を受ける期間）保管しておかなければならない。 

 (3) 処分制限財産については、財産管理台帳を備え付けておかなければならない。 

 （実績報告） 

第７条 規則第14条の規定による補助事業実績報告書（規則別記様式第２号）の提出期限



は、補助事業完了後の日（交付決定の日において補助事業を完了している場合にあって

は、当該交付決定の日）から起算して30日を経過する日又は令和６年４月５日のいずれ

か早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。 

 (1) 補助金精算額調書（様式第１号） 

 (2) 事業の完了を証する検品調書、納品書の写し及び写真 

 (3) 令和６年３月31日までに新型コロナ患者を診療した実績が確認できる書類 

   （第２条第２項第１号に定める経費を補助対象経費として交付申請を行い、交付決

定を受けている場合に限る） 

 (4) その他知事が必要と認める書類 

２ 第４条第２項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告

書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかである場合

は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第４条第２項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報

告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費

税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した場合にあ

っては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税等仕入控除税額報告書（様

式第４号）により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返

還しなければならない。 

 

 （補助金の支払い） 

第８条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。 

 

（財産処分の制限） 

第９条 規則第22条に規定する知事が指定する財産は、取得価格又は効用の増加価格が30

万円以上のものとする。 

２ 補助事業者が規則第22条の規定により知事の承認を受けようとするときは、財産処分

承認申請書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の承認をする場合において、交付した補助金の全部又は一部に相当する

額を県に納付させることができるものとする。 

４ 規則第22条ただし書に規定する知事が定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律施行令（昭和35年政令第255号）第14条第１項第２号の規定により厚

生労働大臣が定める期間を経過するまでの期間とする。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年５月８日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和５年10月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和５年12月29日から施行する。 



規則別記様式第１号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 山形県知事 氏    名 殿 

 

                 医療機関名 

 

                 医療機関所在地 

 

                 開設者氏名 

                 （法人の場合は、名称及び代表者の職氏名） 

                 開設者住所 

                 （法人の場合は、主たる事務所の所在地） 

 

 

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業費 

補助金交付申請書 

 

 令和５年度において山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業

について、標記補助金    円を交付されるよう、山形県補助金等の適正化に関する規

則第５条の規定により関係書類を添付して申請する。 

 

（添付書類） 

１ 補助金所要額調書（様式第１号） 

２ 整備対象設備等の見積書及びカタログ 

３ その他参考となる資料 

  



規則別記様式第２号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 山形県知事 氏    名 殿 

 

                 医療機関名 

 

                 医療機関所在地 

 

                 開設者氏名 

                 （法人の場合は、名称及び代表者の職氏名） 

                 開設者住所 

                 （法人の場合は、主たる事務所の所在地） 

 

 

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業 

実績報告書 

 

 令和 年 月 日付け健企第  号をもって補助金の交付の決定の通知があった標記補

助事業について、山形県補助金等の適正化に関する規則第14条の規定により、その実績を

関係書類を添付して報告する。 

 

（添付書類） 

１ 補助金精算額調書（様式第１号） 

２ 事業の完了を証する検品調書、納品書の写し及び写真 

３ 令和６年３月31日までに新型コロナ患者を診療した実績が確認できる書類 

  （第２条第２項第１号に定める経費を補助対象経費として交付申請を行い、交付決定

を受けている場合に限る） 

４ その他参考となる資料 

 



様式第１号

（単位:円）

形式及び規格
整備
数量

総事業費
寄附金
その他の
収入予定額

差引額 基準額
補助対象
経費支出
(予定)額

選定額 補助所要額 既交付決定額
差引補助
過不足額

備考

（Ａ） （Ｂ）
（A)-(B)
（Ｃ）

（Ｄ） （Ｅ）

（Ｄ）又は（Ｅ）
のいずれか
少ない額
（Ｆ）

（Ｃ）又は
（Ｆ）のいずれか

少ない額
（千円未満切捨）

（Ｇ）

（Ｈ) （I)

円 円 円 円 円 円 円 円 円

（注）区分の欄には、補助要綱第２条第２項のうち第１号又は第２号のいずれに該当するかを記載すること。

（注）事業計画変更承認申請書（様式第２号）に添付するときは、変更前と変更後を比較対照できるよう両者を二段書きし、変更前を上段に括弧書きで記載すること。

合計

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業費補助金・所要額（精算額）調書

医療機関名　　　　　　　　　　　　

整備対象設備等区分



様式第２号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 山形県知事 氏    名 殿 

 

                 医療機関名 

 

                 医療機関所在地 

 

                 開設者氏名 

                 （法人の場合は、名称及び代表者の職氏名） 

                 開設者住所 

                 （法人の場合は、主たる事務所の所在地） 

 

 

   令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業 

計画変更承認（及び補助金変更交付申請）書 

 

 令和 年 月 日付け健企第  号で補助金の交付決定の通知があった標記補助事業に

ついて、下記のとおり計画を変更し（、補助金    円の追加交付（減額承認）を受け）

たいので、山形県補助金等の適正化に関する規則第７条第１項第１号の規定により承認さ

れるよう、関係書類を添付して申請する。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 添付書類 

 (1) 補助金所要額調書（変更）（様式第１号） 

 (2) 整備対象設備等の見積書及びカタログ 

 (3) その他参考となる資料 

  



様式第３号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 山形県知事 氏    名 殿 

 

                 医療機関名 

 

                 医療機関所在地 

 

                 開設者氏名 

                 （法人の場合は、名称及び代表者の職氏名） 

                 開設者住所 

                 （法人の場合は、主たる事務所の所在地） 

 

 

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業 

中止（廃止）承認申請書 

 

 令和 年 月 日付け健企第  号で補助金の交付決定の通知があった標記補助事業に

ついて、下記のとおり中止（廃止）したいので、山形県補助金等の適正化に関する規則第

７条第１項第１号の規定により承認されるよう申請する。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 

  



様式第４号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 山形県知事 氏    名 殿 

 

                 医療機関名 

 

                 医療機関所在地 

 

                 開設者氏名 

                 （法人の場合は、名称及び代表者の職氏名） 

                 開設者住所 

                 （法人の場合は、主たる事務所の所在地） 

 

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業費 

補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書 

 

 令和 年 月 日付け健企第  号で交付決定の通知があった標記補助金について、令

和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業費補助金交付

要綱第７条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

 

１ 規則第15条の補助金の額の確定額                金     円 

  （令和 年 月 日付け健企第  号による額の確定通知額） 

 

２ 補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額          金     円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税等仕入控除税額 金     円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）                  金     円 

 

（注）記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる

資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付すること。 

 

 

 

 



様式第５号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 山形県知事 氏    名 殿 

 

                 医療機関名 

 

                 医療機関所在地 

 

                 開設者氏名 

                 （法人の場合は、名称及び代表者の職氏名） 

                 開設者住所 

                 （法人の場合は、主たる事務所の所在地） 

 

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業費 

補助金に係る財産処分承認申請書 

 

令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業費補助金

により取得した財産を下記のとおり処分したいので承認くださるよう申請します。 

 

記 

 

１ 処分の対象となる財産 

 

２ 処分の内容（目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保等） 

 

３ 処分の理由 

 

４ 財産取得時の状況（取得日、取得価格（うち補助対象経費）） 

 

５ 処分の方法（処分の相手方、処分価格、処分予定期日、処分条件等を記載し、譲渡に

当たっては相手方の利用方法、利用計画等を記載すること。） 

 

 

 



 

口座確認書 

（令和５年度山形県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備等整備事業費補助金） 

 

 

①金融機関名  

②支店名  

③口座番号 
（ 普通 ・ 当座 ） 

 

④口座名義（カタカナ）  

⑤医療機関の所在地 

及び名称 

〒 

 

 

 ○ 上記の振込先口座を確認できる書類（通帳の写し等）を添付してください。 

   ※ カタカナの名義表記が確認できる箇所を添付願います 

 

 

 



新たにコロナ外来診療を始める医療機関の
設備等整備に山形県で補助金を交付します

対象となる医療機関は？

県が、コロナ外来診療を行う医療機関（外来対応医療機関）として令和５年５月８日
以降に新たに指定した医療機関

注意！
既に「診療・検査医療機関」の指定を受けている医療機関及び令和５年９月30日まで

に本補助金の交付決定を受けている医療機関は対象外となります

対象となる設備等は？
① 令和５年４月１日から令和６年３月31日までに整備した以下の設備等
(1) HEPAフィルター付空気清浄機（陰圧対応可能なものに限る）
【補助上限額：１施設当たり 905,000円】

(2) HEPAフィルター付パーテーション【補助上限額：１台当たり 205,000円】
(3) 個人防護具（ただし、県の定める移行計画における「段階１」以上の期間中に
使用されたものに限る）【補助上限額：１人当たり 3,600円】

② 令和５年３月10日から令和６年３月31日までに整備した、外来対応医療機関
の新設に伴い必要となる初度設備等【補助上限額：１施設当たり500,000円】

《設備等の例》 ※ 補助対象外の設備等もありますので、ご不明な点はお尋ねください
(1) 患者案内のための看板の設置料
(2) ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
(3) 換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
(4) 医療機器（パルスオキシメーター等）の購入費
(5) 非接触サーモグラフィーカメラ（検温・消毒機能付き等）の購入費

Ｑ 外来対応医療機関になっていないのですが、補助金の交付を受けるためにこれから
なることはできますか。

Ａ 補助金の交付決定までに手続きを完了いただければ可能ですので、御相談ください。

Ｑ 個人防護具の補助要件である「県の定める移行計画における『段階１』以上の期間中に
使用されたものに限る」とはどういうことですか。

Ａ 県内の新型コロナ入院患者数が基準を上回っている（179人以上）期間中に、使用され
た個人防護具の購入経費のみが補助対象となります。詳しくは担当までお尋ねください。

Ｑ 補助対象設備の①と②を同時に申請することは可能でしょうか。
Ａ 可能です。

Ｑ&A ※ その他、ご不明な点はお問い合わせください

【問合せ】 山形県健康福祉企画課感染症対策担当
電話０２３-６３０-２３１５ 電子メール ycoroki@pref.yamagata.jp

申請期限：令和６年２月22日（木） 期限を延長しました！

Ｑ 補助金を利用した場合、コロナ患者の診療について報告が必要になりますか。
Ａ 補助対象設備のうち①を申請した場合、実績報告の際に「令和６年３月31日までに

新型コロナ患者を診療した実績」を確認できる書類を提出いただきます。

mailto:ycoroki@pref.yamagata.jp
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